
平成27年8月より（※1）

医療機関

平成27年7月まで

①保険医療
の自己負担

医療機関

医療機関窓口では、保険証及び重
度心身障害者（児）医療費助成受給
券を確認いただき、受給券に記載さ

平成27年8月から

医療機関用

の自己負担
分の支払

重度心身
障害者（児）

市町村

③重度心
身障害者
（児）医療
費の支払

②重度心
身障害者
（児）医療
費助成の
申請

①重度心身障
害者（児）医療
費助成受給券
と保険証を提
示して受診

重度心身
障害者（児）

券を確認いただき、受給券に記載さ
れた自己負担金額のみを徴収してく
ださい。（※2）
重度心身障害者（児）医療給付制
度は他の公費医療制度が優先となり
ます。

千葉県

自己負担金額は、通院1回、入院1日につき0円、200円及び300円のいずれかとなり、受
給者によって異なります。

※2

※1 実施時期は、県の市町村に対する補助の変更時期であり、市町村の実施時期について
は各市町村によって異なる可能性があります。


